
第１７号 本庁舎他市有建物産業廃棄物運搬処分業務委託 仕様書 

 

 本仕様書は、発注者（以下「甲」という。）が委託する本庁舎他市有建物産業廃棄物運搬処

分業務の仕様を定めるものであり、受注者（以下「乙」という。）は、この仕様書に定めると

ころにより、誠実に業務を遂行するものとする。 

 

１． 件名  

第１７号 本庁舎他市有建物産業廃棄物運搬処分業務委託 

 

２．目的 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃掃法」という。）及び関係法令を遵守し、

甲が排出する産業廃棄物の運搬及び処分について、乙が受託し、適正に運搬及び処分するこ

とを目的とする。 

 

３．委託期間および運搬日 

 委託期間は契約締結日から令和８年１月３０日まで 

 運搬日は毎月１日程度とする。（ただし、数量により変更する可能性あり） 

ただし、運搬日は、甲乙との間で調整するものとする。 

 

４．業務内容 

 「廃掃法」及び関係法令を遵守して産業廃棄物の運搬処分業務を行う。 

（１） 甲の指定する廃棄物収集場所に、乙が空の４ｔコンテナ（以下「コンテナ」という） 

を設置する。本庁舎（南別館分含む）１台、ひまわり館１台、安土町総合支所１台を設置

する。設置施設及び設置位置は別紙位置図を参照。 

（２） 各施設に設置したいずれかのコンテナの産業廃棄物が満杯（８㎥）に達した時点で、 

随時、甲が乙に回収の連絡をする。乙は産業廃棄物収集運搬許可に基づき、甲が産業廃棄

物を投入したコンテナを、甲乙との間で日程調整した日に搬出し処分する。乙は、回収日

に回収した位置に空コンテナを設置すること。 

なお、コンテナは乙において調達することとし、当該費用は乙の負担とする。 

（３） 上記許可事項に変更があった場合は、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、 

変更後の許可書の写しを提出する。 

（４） 運搬及び処分の実施が完了し、次に掲げる成果物を提出し、検査を受けること。 

① 業務完了報告書（様式任意） 

② 業務写真（様式任意：搬出時、処分時）※コンテナの中身が確認できるように撮影する。 

③ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）※処分終了年月日等は明確に表示されていること。 

 

５．産業廃棄物回収場所 

  近江八幡市役所本庁舎（近江八幡市桜宮町２３６） 

  ひまわり館（近江八幡市土田町１３１３） 

  安土町総合支所（近江八幡市安土町小中１－８） 

 

６．廃棄物の種類 

 甲が乙に委託する廃棄物の種類は、混合廃棄物（紙類、金属くず、廃プラスチック類、木く



ず、ガラスくず等）とする。 

 ただし、前述品目以外の適正処理困難物が含まれている場合は、乙は処理を拒むことができ

るとともに、甲に当該廃棄物を返却するものとする。 

 

７．運搬及び処分見込み数量 

甲が乙に委託する数量は、４ｔコンテナ１基分（８㎥）を１回あたりとし、３施設合計の

１５基分（１５回）で合計１２０㎥を見込んでいる。なお、コンテナ（8㎥）は巾 2,020mm

×長さ 3,600mm×高さ 1,100mm の寸法のもの又は同等品とする。コンテナは雨水が入っ

た場合でも排水される仕様であり、不法投棄等を防ぐ目的でコンテナにシート等で被える工

夫をすること。 

 

８．産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

 甲、乙は上記４の産業廃棄物の運搬および処分につき、産業廃棄物の種類・数量等を記載し

た産業廃棄物管理票（マニフェスト）による業務確認を行なう。 

 

９．責任 

 乙は、甲から処理を委託された産業廃棄物を、運搬から処分の完了まで、関係法令に基づき

適正に管理する責任を負う。この間に発生した事故は、その原因が甲の責に帰すべき場合を除

き、乙が責任を負うものとする。 

 

１０．資格等 

 乙は、「廃掃法」第１４条第６項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可又は同条第１項の

規定に基づく産業廃棄物運搬業の許可を受けていること。 

 乙は、産業廃棄物の運搬又は処分に係る前述６の廃棄物の全ての取扱許可を受けていること。 

 同条第６項の規定による許可を受けている乙は、産業廃棄物の運搬を同条第１項の規定によ

り許可を受けた者に行わせることができる。また、同条第１項の規定による許可を受けている

乙は、産業廃棄物の処分を同条第１４条第６項の規定による許可を受けた者に行わせることが

できる。 

 

１１．業務遂行注意事項 

 作業にあたっては、服装・用具を整え、事故防止に努めるよう注意しなければならない。 

 コンテナの設置や運搬の際、来庁者や駐車車両等には十分に注意し、安全確保に努めること。 

 

１２．請求及び支払方法 

 乙は、処分日ごとに請求書を発行し、甲の検査後に支払する。請求書にはコンテナ設置場所、

処分日を明記すること。 

 

１３．入札に係る提出書類 

 「廃掃法」に基づく産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可書（写し）を入札書とともに提

出してください。下記書類の提出がない場合、又は書類に不備があった場合、無効として取り

扱うのでご留意ください。 

 



１４．その他 

必要に応じ現場確認を行った上で入札に参加すること。本委託は、コンテナ１基（8㎥）に

よる単価契約とする。 

本業務に関し、この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定める

ものとする。 


